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特集報文：道路橋示方書の改定 

道路橋示方書の改定概要とⅠ共通編の内容 

白戸真大
 

1．はじめに1 

 国土交通省は、橋、高架の道路等の技術基準

（道路橋示方書）を平成29年7月に改定した。今

回の改定は、平成13年以来の性能規定化が推し

進められたものである。必要な性能を確保しつつ

建設や維持管理のコスト縮減を図るために、橋の

性能をきめ細かく設定・評価でき、また、合理的

かつ確実に長寿命化を図れるように、設計供用期

間、部分係数設計法、限界状態設計法など新しい

概念や設計手法が導入された。本稿では、新たな

性能規定化の体系を中心に、改定の概要を紹介す

る。 

2．性能規定化の進化 

今回の改定では、平成13年以来の性能規定化

がさらに進化した。 

平成13年以前の道路橋示方書では今でいう要

求性能という概念はなく、仕様的な規定の一連と

して技術基準が定められていた。これに対し、平

成13年の改定では、個々の仕様的な規定を性能

の標準的な達成手段とみなしたうえで、標準的な

達成手段の上位条文として、規定の意図が要求性

能として示された（図 -1の①）。このようにする

ことで、標準の求める意図を満足し、従来標準と

同等の安全性を有するものであれば、標準によら

ないこともできることが基準として明らかにされ

た。 

しかし、これを適用するにあたって、性能を比

較、評価するための項目の充実や指標の具体化が

課題として残った。また、新しい上部構造の形式

など、個々の条文の範囲を超え、それを統合した

ものとしての性能を比較、評価するための項目や

指標も必要である。しかし、平成13年の改定で

はこれらは明確でないままであり、様々な材料や

合理化構造が提案されるなかで、橋の性能の説明

の方法について統一的な考え方が求められていた。 

──────────────────────── 
Performance-based Design Principles in the Revised 2017 
Specifications for Highway Bridges 

今回の改定は、図-1に模式図を示すように、平

成13年から導入している条文単位での性能規定

化はそのまま引き継いだうえで（図 -1の①）、さ

らに、橋全体系、上部構造・下部構造・上下部接

続部、部材、材料の単位で、求められる性能を階

層化して規定するという、性能の階層化が行われ

ている（図 -1の②）。併せて、各階層において、

外力と抵抗の関係における安全性や荷重支持機能

の信頼性を設計時点で明確化することが求められ

ている（図 -1の③）。これらすべての性能規定化

構造が一連となって構成されたことが、今回の最

大の改定点である。 

図-1の②のように要求性能に階層性を持たせる

ことで、橋全体として求める性能とそれを満足す

るための前提条件となる構造や部材の性能の関係

性が明確になる。たとえば、新しい材質や部材の

評価を説明するうえでも、その性質や強さなどの

品質が保証されればよいことに留まらず、橋全体

の性能との関係性を明らかにした性能の説明が求

められることになる。 

また、図-1の③に示すが、改定された道路橋示

方書における外力と抵抗の関係性の信頼性とは、

供用中に遭遇する可能性のある様々な状況として

考慮すべき外力の組合せの水準、その組合せ外力

に対して確保される構造の安全性及び機能並びに

それらの達成水準である。そこで、橋の耐荷性能

においては、「橋がおかれることを想定する状況

（荷重）」において「橋がどのような状態（抵抗）」

に「どの程度の確からしさ」でなることを意図し

ているのかという構図をそのまま性能マトリクス

として規定し、これに沿う形で荷重と抵抗のそれ

ぞれに安全余裕が与えられた。 

以上のような性能規定化は、ISO2394 General 

principles on reliability for structures（構造物

の信頼性に関する一般原則）にて求められる構造

物の性能の説明性の向上にも結果的に合致するも

のである。たとえば、ISO2394において、状況は、

外力等の発生頻度や組み合わせとして規定される。

また、限界状態は、構造物の機能や安全性の観点 
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から規定される。そのうえで、最終的に、どの状

況に対してどの限界状態を超えないようにするの

かを組みあわせている。 

また、この改定では、橋の耐久性能も規定され

た。耐荷性能と耐久性能は概念を別にしており、

橋の耐久性能は、橋の耐荷性能を満足させるため

の前提条件として位置付けられている。前述のよ

うに、橋の耐荷性能は、任意時点の外力の同時載

荷状況に対して、所要の橋の状態を実現できるこ

との確からしさで定義される。しかし、任意時点

で橋の耐荷性能が満足されていることの前提とし

て、その時点までに累積している経時的な影響に

対して、耐荷性能の前提となっている部材や材料

の力学特性が保証されていなければならない。そ

こで、橋の耐久性能は、経年の影響の累積に対し

て、橋の耐荷性能の評価で見込んだ部材や材料の

力学特性が保持される期間について所要の信頼性

を満足するものと定義された。しかし、元来、作

用の累積に伴う材料等の経時変化のみならず、作

用の累積そのものの見積もりの想定は非常にばら

つきが大きい。そこで、改定された道路橋示方書

では、橋の耐久性能における信頼性を、部材等の

更新や修繕、点検といった維持管理戦略までを含

めて、耐荷力設計の前提とした橋の状態を目標期

間中維持することの確実性と捉えている。 

これまでの設計では、積極的に耐荷力に対する

安全率を大きくする（寸法を大きくする）ことで

耐久性を向上させようという考え方もとり得たが、

一方で、これは、性能を評価するうえでは、耐荷

と耐久の区別を曖昧にしている。これに対して、

改定された道路橋示方書では、耐荷と耐久のそれ

ぞれで性能が定義され、求められているので、そ

れぞれに必要な性能をより適確に付与・評価でき

るというメリットがある。 

なお、これまでの設計項目をつぶさに見れば、

中には、必ずしも耐荷、耐久のいずれかに区分し

がたいものもある。そこで、その他当該橋梁に求

める性能も適切に設定するものとされている。た

とえば、実際の通行にあたって不快感や不安を与

えないようにすることや、過去の経験等を踏まえ

て、適切に設計をしたとしても残るリスクに対し

てできるだけ対処するためのフェールセーフを設

置することなどが挙げられる。これに該当するも

のとして、従来のたわみ規定や落橋防止システム

の設置が改定された道路橋示方書でも規定されて

いる。 

3．共通編の構成 

Ⅰ共通編は、橋に求められる性能やそれを達成

する方法に関わる基本的な考え方を示すものとな

るように見直された。橋全体にかかる要求性能、

考慮すべき作用の条件、照査においてターゲット

にする橋又は部材の状態を明らかにするための限

界状態の定義やその実現の方法、部分係数による

耐荷力照査の基本原則、および、耐荷性能と耐久

性能の関係などの規定体系にかかる基本事項はす

べてＩ共通編に規定されている。ただし、レベル

2地震動を考慮する場合の要求性能や耐震設計に

おいてのみ該当する規定については、実務の便を

考慮して、これまでどおり別途Ⅴ耐震設計編にま

とめられた。しかし、耐震性は橋全体への要求性

能であり、改定された示方書の条文構成の全体像

 

図-1 性能規定化の進化  
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を捉えるうえでは、Ⅴ編の内容の大部分は本質的

にはＩ編の一連として見るのがよいだろう。 

また、従前より、道路橋示方書は主として鋼上

部構造に該当する規定とコンクリート上部構造に

該当する規定を、それぞれ鋼橋編、コンクリート

橋編として分けていた。しかし、橋の性能、上部

構造・下部構造の性能、そしてそれを構成する鋼

部材やコンクリート部材の性能を階層的に規定し

た結果として、Ⅱ編からⅣ編は、Ⅱ鋼橋・鋼部材

編、Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編、Ⅳ

下部構造編と再編され、規定も見直された。この

ような改定を行ったことで、橋の構造形式や使用

材料の多様化も踏まえ、様々な材料からなる部材

を組み合わせた結果として橋全体として必要な性

能が得られればよいことが明確になっている。た

とえば、鋼部材とコンクリート部材を組み合わせ

た複合構造などに対しても、適確な性能の評価が

できる。 

Ⅰ共通編の章構成の抜粋を表-1に、橋の要求性

能を表-2にまとめた。目標とする期間中に橋が使

用目的を達成するために要求される性能は、橋の

耐荷性能（安全性）、橋の耐久性能（耐久性）、そ

して、その他使用目的との適合性を満足するため

に必要な性能からなる。さらに、これらの性能を

達成するために設計において定める条件として、

維持管理の確実性と容易さの確保及び施工品質の

確保があり、これらも、広い意味では橋の要求性

能を構成するものである。これらの関係性を図-2

にまとめた。このように、性能を構成する要素と

その関係性が明確にされたことで、これからの橋

の設計では、災害時はもとより、通常の状況にお

いても求める機能を十分に発揮すること、また、

維持管理と一体で、橋の安全性を照査するにあ

たって見込んだ材料や断面の性能が目標とする期

間中確保されること、さらには、不幸にして何ら

かの不具合が生じた場合でも十分に粘り強く安全

性を保ち、点検等を通じた確実な維持修繕が図れ

る構造を実現することが体系的に説明されねばな

らない。換言すれば、橋の性能を確保する観点が

多角化されたことは、多様な条件に応じて的確に

性能を付与設定したり、特殊な構造に対しても工

学的に説明性のある形で性能の付与と検証を可能 

にしたりするなど、将来的にはより合理的な道路

整備につながると考えられる。  

表-1 Ⅰ共通編の章構成  

章立て 備考 

1章 総則 

 1.1 適用の範囲 

  1.2 用語の定義 

  1.3 設計の基本理念 

  1.4 橋の重要度 

  1.5 設計供用期間 

  1.6 調査 

  1.7 計画 

   1.7.1 架橋位置と形式の選定 

   1.7.2 交差物件との関係 

 1.8 設計 

   1.8.1 設計の基本方針 

   1.8.2 設計の手法 

   1.8.3 構想設計上の配慮事項 

1.9 設計図等に記載すべき事項 

1.10 施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 に て 性 能

の基本的事項を

規定 

2章 橋の耐荷性能に関する基本事項 

  3章 設計状況 

  4章 橋の限界状態 

  5章 橋の耐荷性能の照査 

構造の安全性に

関わる要求性能

6章 橋の耐久性能に関する基本事項と

照査 

耐久性に関わる

要求性能 

7章 橋の使用目的との適合性を満足す

るために必要なその他検討 

その他必要な性

能 

 
表-2 共通編1.8.1 設計の基本方針  

(1) 設計にあたっては、橋の耐荷性能、橋の耐久性能、そ

の他使用目的との適合性の観点から橋の性能を適切に設

定し、これらを満足させなければならない。 

(2) 橋の耐荷性能を満足するために、設計供用期間中の交

通の状況並びに地形、地質、気象その他の状況に対し

て、橋が落橋等の致命的な状態に対して安全な状態であ

ること、及び、状況に応じて必要な橋の機能を満足する

適切な状態にあることを、それぞれ所要の信頼性で実現

できるように設計する。 

(3) 橋の耐久性能として、経年劣化を考慮し、所要の橋の

耐荷性能が設計供用期間末まで確保されていることが所

要の信頼性で実現出来るように設計する。 

(4) 橋の設計にあたっては、橋の使用目的との適合性を満

足するために必要な性能、道路橋の損傷経験等も踏まえ

て付与しておくのがよい性能等のその他必要な性能につ

いて検討し、適切に設計に反映させるものとする。 

(5) 2章以後に従って設計する場合には、(1)を満足すると

みなしてよい。 

(6) 橋の設計にあたっては、橋の性能の前提とする維持管

理の条件を定めなければならない。 

(7) 橋の設計にあたっては、橋の性能の前提とする施工の

条件を定めなければならない。 

4．橋の耐荷性能 

 橋の使用目的を達成するうえで最も基本的な性

能である安全性に関わる性能が、橋の耐荷性能で

ある。橋の耐荷性能は、橋が、供用期間中に時々

刻々と遭遇する状況に対して、常に、その状況で

求める橋の使用目的に必要な状態に確実に留まる

とともに、落橋のような致命的な状態に至らない

ことに対して十分な安全性が確保されていること

の両者が確保されることと捉えている。そして、
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橋の耐荷性能の照査法として、今回の改定では、

許容応力度法に替えて部分係数設計法と限界状態

設計法が導入された。 

広く言えば、部分係数設計法も限界状態設計法

も、許容応力度法と同じく照査式の書式の一つで

ある。このうち、部分係数設計法は、いわば、許

容応力度法における安全率を部分化し、荷重、抵

抗、またはそれらの要因など、設計で考慮する不

確実性の要因毎に考慮しようとするものである。

不確実性の大きいところ、小さいところでメリハ

リをつけて安全余裕を見込むことができ、また、

安全率が部分化されていることで、ある部分の

データ等の蓄積に伴い、安全率を見直しやすいと

される。また、許容応力度法は、たとえば降伏点

等に対して安全率を取ることで、構造物が機能を

低下した状態から致命的な状態に至るまでの様々

な事象について安全性を確保しようというもので

あるのに対して、限界状態設計法は、避けるべき

状態を明確にして設計する方法とされる。構造物

が破壊に至るまでの挙動の制御が行いやすいとさ

れる。 

 橋の耐荷性能を照査するためには、時々で変化

する外力の同時載荷状況を具体的に想定すること

が求められる。そこで、荷重を組み合わせた結果

が橋がおかれる状況として一定の安全性水準以上

となるように、荷重の組み合わせを規定すること

にされた。従来設計における荷重組み合わせの統

計的な解釈や工学的な意味合いとともに、後述す

る橋の設計供用期間の標準である100年を念頭に、

各荷重のばらつきや、組み合わせた荷重としての

100年最大値分布を安全側に評価できるような荷

重組み合わせとそこにおける荷重規模の内訳が調

べられた。最終的に、新たな荷重組み合わせと、

それぞれの荷重組み合わせごとに各荷重に見込む

「部分係数」が共通編で規定された。必然的に、

今回の改定では、鋼橋、コンクリート橋問わずに、

設計荷重体系は同じになる。基本的には外力の同

時発生確率に基づき検討しているため、どのよう

な形式の橋であっても、橋の耐荷性能の検証を統

一的に過不足なく行えるものと考えられ、また、

個々の荷重のばらつきに対しても従来よりも最適

な部材配置が可能になったと考えられる。 

 また、橋があるべき状態にあることを照査する

ためには、橋や部材等の状態の変化を適確に捉え、

一定の安全性水準以上で求めた状態に留まること

を評価できる必要がある。そこで、抵抗特性を評

価する根拠となるデータの質や量を反映し、また

データの蓄積に応じて部分的にも安全率の見直し

も可能になるように、橋の抵抗特性を評価するに

あたっての不確実性の要因毎に安全余裕を考慮す

るための「部分係数」が規定された。このとき、

状態を達成することの安全余裕を測るためには、

荷重変位曲線上の基準点を決め、そこからの安全

余裕を測ることになる。そこで、道路橋は、外力

の増加に応じて弾性挙動から非弾性挙動に変化し、

さらに終局状態に至るまでの過程が明らかであり、

過程における代表的な状態変化点を「限界状態」

として定義できることが必然となる。 

 改定された道路橋示方書における橋の耐荷性能

の照査は、考慮する状況の水準、達成される状態

とその確実性が直接説明できるため、性能の説明

性に優れており、多様な条件そして多様な橋形式、

部材構造、材料の組み合わせへの性能の評価法を

きめ細かく行える。橋の耐荷性能の照査に用いる

部分係数設計法や限界状態設計法については、次

稿でさらに詳しく紹介する。 

5．長寿命化の合理的な実現～橋の耐久性能 

実質的に100年以上にわたり供用することを目

標に設計する道路橋の場合、維持管理についても

設計時点で具体的に考慮することが求められる。 

そこで、今回の改定では、表 -1に示す1.7条や

表 -2の1.8.1(6)条で規定されるように、設計にあ

たって、まず、交差物件との関係や道路ネット

ワークにおける橋の役割などを踏まえて、維持管

理の前提条件を明らかにすることが求められた。

そして、表-2に示す6 章では、耐久性を確保する

 
図-2 橋の要求性能  
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多種多様な方法をその原理や信頼性に応じて表-3

に示す方法1から3のいずれかに分類することを

通じて、最終的に、目標とする期間内に劣化等が

生じないことの不確実性や、劣化が生じたことを

想定したときにどのような措置が必要になるのか

を把握することが求められた。このとき、維持管

理上の制約条件や部材の機能を考慮して、必ずし

も橋についての設計上の目標期間と各部材等にお

ける耐久性の目標期間を一致させるのでなく、各

部材等毎に耐久性の目標期間を設定できるものと

された。これも、橋の耐荷性能で行っているよう

に、橋の耐久性能と部材の耐久性能を関係付け、

階層化したものである。 

橋の耐久性能と部材の耐久性能を階層化し関係

づけたことで、適切な維持管理により橋として確

実に長寿命化を実現できることが期待される。具

体的には、橋として設計供用期間中の任意の時刻

の組合せ荷重に対する耐荷性能が維持されるので

あれば、耐久性の観点から部材そのものを交換す

ることなどの創意工夫が考えられる。また、点検

や修繕・交換等からなる維持管理の容易さや確実

性を担保し、ある程度交換も織り込んだうえで実

績がない材料等であっても採用するなど、新しい

技術への挑戦もしやすくなっている。 

すなわち、ここで示したような橋の耐久性能の

規定化方法をとったことは、材料や施工の品質、

診断方法や不具合の措置方法までも含めた維持管

理の確実性と容易さの総合技術の開発や、総合技

術としての耐久性能の評価が行われる時代の到来

が企図されている。 

なお、方法3は、橋の設計供用期間を考えたと

きに劣化が生じないと見なせる方法である。この

改定では、交差物件との関係や環境条件や構造の

特性など特別な理由があり、部材によっては耐久

性の信頼性を特に高めたい場合に、方法3のよう

な戦略も採り得ることが明らかにされた。今回の

改定では具体的な材料は規定されていないが、現

在開発や検証が行われている様々な耐食性材料の

活用が期待される。 

 

 

 

 

 

表-3 耐久性確保の方法1～3 

 
 

6．橋の重要度 

維持管理を含めて、どのような橋の耐荷性能を

実現するのか、また、橋の耐久性能をどのように

確保するのかという検討を行うためには、道路管

理上の条件を適切に設計する必要がある。そこで、

今回、共通編の総則（1.4条「橋の重要度」）にお

いて、橋の設計において実現するべき橋の性能は、

道路ネットワークにおける路線の位置付けや代替

性を考慮して決定することが規定された。 

この既定は、何らかの画一的な分類によって橋

の重要度を重み付けしようとするものではない。

設計においては形式の選定等の様々な項目で選択

肢を設定・比較検討をすることが行われるが、そ

の選択肢の設定や比較検討において橋が担う役割

を常に念頭に置くことがこの規定の趣旨である。

たとえば、道路ネットワークにおける路線の位置

付けには物流等の社会・経済活動上の位置付けや

防災計画上の位置付け等があり、これらの位置付

けによっては、災害時はもちろんのこと、平常に

おいても、橋の点検、維持、修繕の制約条件が変

わる。また、当該橋が損傷したときに機能を代替

できる橋や道路の有無や、他の路線が機能不全に

陥ったときに当該路線が担う役割も考えたとき、

設計で考慮する交通の状況や災害時における点検、

修繕の集約条件が変わる可能性もある。ここに規

定されるような、性能の設定やその達成方法の検

討を行うための条件を明確にすることで、様々な

道路の特性や特殊な条件にも工学的に説明性のあ

る形で、より柔軟かつ適切に、その目的・目標に

応じた道路の整備が可能になると期待される。 
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7．設計供用期間 

既に述べてきているとおり、信頼性・実現性も

含めた橋の性能を説明するためには、目標とする

期間を設定することは不可欠な概念である。そこ

で、今回の改定では、表-1に示す共通編の総則に

おいて、設計供用期間（1.5条）が初めて規定さ

れた。設計供用期間は、適切な維持管理が行われ

ることを前提に橋が所要の性能を発揮するように

設計において目標とする期間であり、100年を標

準としている。 

これにより、設計上考慮すべき組合せ荷重の位

置付けが明確になるとともに、大地震などの特殊

な状況を考慮する際に求める性能を明確にしやす

くなる。また、耐久性確保の方法との関係では、

疲労や腐食などへの対策について、用いる技術に

期待される性能や設計供用期間に対する信頼性を

考慮して、維持管理計画と併せて具体的に設計で

きるようになる。 

8．構造設計上の配慮事項 

橋の設計にあたっては、設計計算だけでは明確

にされない不確実要因も存在する。たとえば、災

害に対しては、様々な災害を外力モデルですべて

表すこともできないし、耐久性に関しても、実際

の施工品質と暴露条件を再現して実験室で性能を

検証することは不可能である。そこで、表-1に示

す共通編1章総則1.8.3条では、計算や実験等によ

る直接の性能の検証とは別に、部材配置等、万が

一のときにも橋の安全性が著しく低下しないよう

な様々な工夫について検討することや、必要なと

きに状態を確認・修復するための設備等の設置の

必要性を検討することが規定された。そして、こ

れらの検討の結果は、橋の重要度や経済性も踏ま

えたうえで、必要に応じて可能な範囲で構造の設

計に反映させるものとされた。このような規定の

方法がとられたのは、橋毎に条件も異なるため画

一的な規定を行うことが不合理である一方で、設

計時点であらかじめ見込んでおくことが合理的な

場合も多いためである。なかでも、支承、伸縮装

置、ケーブル構造、床版などでは、過去の損傷の

実態も踏まえ、交換の方法を具体的に検討してお

くことが望ましいとされた。 

 

計算では見込まないものの、考えられるリスク

要因を洗い出し、様々な工夫によりそれらのリス

クをできるだけ低減させるという考え方は、世界

的 に も 研 究 が 進 め ら れ て い る 。 た と え ば 、

ISO2394でも、予測しきれない事象をカバーする

ために、部材等の損傷が全体系の安全性に与える

影響や代替の荷重経路の検討を行うこと、しかし

構造解析でこれを検討するにあたっては現在使わ

れる手法では信頼性が十分でないことが注意喚起

され、これに対する設計での検討例として、局部

破壊がただちに主要部分の崩壊につながらないよ

うに構造配置をチェックすること、防護対策を取

ることなどが挙げられている。 

9．おわりに 

改定された道路橋示方書では、設計で考慮する

活荷重や地震動の特性値は従前と同様である。ま

た、基本的に従前と同等の耐荷性能を付与するよ

うに部分係数等を与えていることもあり、今回の

改定によって橋の諸元が目に見えて変わるもので

はない。しかし、今回の改定は、性能規定の枠組

みを新たな目で見直し、設計にあたって、橋の性

能を説明し、論じるための項目や項目間の関係を

刷新したものである。たとえば、個々の設計にお

いて、路線の目的は何であるのか、それも踏まえ

て性能をどのように与えるのか、それをどのよう

に実現・保持するのか、そして、計算では考慮で

きないリスクについても洗い出したうえでどの程

度、どのような配慮をしておくのかを明確にする

ことが求められている。 

今回の基準改定の枠組みを活かし、新たな構造

や形式の道路橋の登場にも道を開くような照査式

の高度化・充実について、当研究室としてもス

ピード感を持って取り組んでいきたい。 
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